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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の層を有することを特徴とする、セキュリティーラベルとしてのセキュリティー要
素であって、
ａ）　支持基材
ｂ）　光学活性構造を有する、第一の塗料層
ｃ）　第二の塗料層
ｄ）　場合によっては、反射層及び／又は光学的マークを有する層
ｅ）　接着コーティング
　その際、前記層ａとｂとの間の粘着力が、層ｂとｃとの間の粘着力よりも小さい、上記
のセキュリティー要素。
【請求項２】
　支持基材としてプラスチックフィルム、金属フィルム又は紙又は紙との複合体が使用さ
れることを特徴とする、請求項１に記載のセキュリティー要素。
【請求項３】
　支持基材として、化学的に又は物理的に前処理された、あるいは共押出しされたプラス
チックフィルムが使用されることを特徴とする、請求項１又は２に記載のセキュリティー
要素。
【請求項４】
　層ａとｂとの間に接着促進剤が施用されることを特徴とする、請求項１～３のいずれか
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一つに記載のセキュリティー要素。
【請求項５】
　前記第二の塗料層が光学活性構造を有することを特徴とする、請求項１～４のいずれか
一つに記載のセキュリティー要素。
【請求項６】
　前記第二の塗料層の光学活性構造が、前記第一の塗料層の光学活性構造とは異なること
を特徴とする、請求項１～５のいずれか一つに記載のセキュリティー要素。
【請求項７】
　前記反射層及び／又は前記光学的マークを有する層が、相互に、完全なレジストレーシ
ョンで（ｐａｓｓｅｒｇｅｎａｕ，　ｒｅｇｉｓｔｅｒｇｅｎａｕ）、又は少なくとも部
分的に重なり合って設けられることを特徴とする、請求項１～６のいずれか一つに記載の
セキュリティー要素。
【請求項８】
　前記第一及び／又は第二の塗料層が、放射線硬化可能な塗料層であることを特徴とする
、請求項１～７のいずれか一つに記載のセキュリティー要素。
【請求項９】
　前記第一及び／又は第二の塗料層が、熱可塑性塗料層であることを特徴とする、請求項
１～７のいずれか一つに記載のセキュリティー要素。
【請求項１０】
　前記接着コーティングが、自着コーティング、低温シール性コーティング層又は高温シ
ール性コーティングであることを特徴とする、請求項１～９のいずれか一つに記載のセキ
ュリティー要素。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、改ざん検出 が可能なセキュリティー要素、特にセキュリティーラベルに関
する。
【０００２】
　本発明は、特に、改ざんを試みようとして初めて識別可能な、無傷の状態では目に見え
ない光学活性構造を有するセキュリティーラベルに関する。
【０００３】
　国際公開第０１／９３２３１号パンフレット（特許文献１）からは、二つの微細構造で
あって、それらのうちの一方が、改ざんされていない状態においても識別可能な回折構造
、及び他方が剥離（Ｒｅｌｅａｓｅ）を制御する構造である微細構造を有するセキュリテ
ィーラベルが知られている。改ざんを試みようとする際に反射層の少なくとも一部が剥が
れ、それによって新たな視覚的に識別可能な情報が目に見えるようになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第０１／９３２３１号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、改ざんの検出を可能にするセキュリティー要素、特にセキュリティー
ラベルであり、その際、セキュリティーマークが、改ざん時に初めて識別でき、そして改
ざんされない状態では識別できないセキュリティーラベルを提供することにあった。
【０００６】
　更に、このセキュリティー要素は両面上に、改ざんされた状態において滑らかで、非接
着性の表面を有するべきである。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　それ故、本発明の対象は、以下の層、
ａ）　支持基材
ｂ）　光学活性構造を有する、第一の塗料層
ｃ）　第二の塗料層
ｄ）　場合によっては、反射層及び／又は光学的マークを有する層
ｅ）　接着コーティング
を有することを特徴とするセキュリティー要素、特にセキュリティーラベルである。場合
によっては、層ａ）とｂ）との間に接着促進剤層を存在させることができる。
【０００８】
　ここで光学活性構造とは、特に回折光学活性構造、例えば、ホログラム、表面レリーフ
、回折構造、回折格子、キネグラム等々であると解される。
【０００９】
　ここで反射層とは、特に金属層又は金属的外観層であると解される。
【００１０】
　ここで、光学的マークを有する層とは、特に、有色の層又は発光特性、特に蛍光特性又
は燐光特性を有する層であると解される。
【００１１】
　しかしながら該層の光学的特性は、目に見える染料又は顔料、可視領域、ＵＶ領域もし
くはＩＲ領域で蛍光もしくは燐光を発する染料又は顔料、効果顔料、例えば液晶色素、真
珠光沢顔料、ブロンズ顔料及び／又は多層変色顔料、及び感熱性染料又は顔料によっても
影響を及ぼすことができる。これらは、あらゆる可能な組み合わせで使用可能である。更
に、燐光性顔料は、単独でも、別の染料及び／又は顔料と組み合わせても使用することが
できる。
【００１２】
　支持基材としては、例えば支持フィルム、好ましくは可撓性のプラスチックフィルム、
例えば、ＰＩ、ＰＰ、ＭＯＰＰ、ＰＥ、ＰＰＳ、ＰＥＥＫ、ＰＥＫ、ＰＥＩ、ＰＳＵ、Ｐ
ＡＥＫ、ＬＣＰ、ＰＥＮ、ＰＢＴ、ＰＥＴ、ＰＡ、ＰＣ、ＣＯＣ、ＰＯＭ、ＡＢＳ、ＰＶ
Ｃ、フッ素化重合体、例えば、テフロン等々からなるものが挙げられる。支持フィルムは
、好ましくは、５～７００μｍ、より好ましくは５～２００μｍ、特に好ましくは５～１
００μｍの厚さを有する。
【００１３】
　更に、共押出された、あるいは化学的に又は物理的に前処理されたプラスチックフィル
ム、例えば、アクリレートコーティングプラスチックフィルムも支持基材として使用する
ことができる。
【００１４】
　更に、支持基材として、金属フィルム、例えば、５～２００μｍ、好ましくは１０～８
０μｍ、特に好ましくは２０～５０μｍの厚さを有するＡｌ－、Ｃｕ－、Ｓｎ－、Ｎｉ－
、Ｆｅ－又は特殊鋼フィルムを利用することもできる。フィルムは、（例えばプラスチッ
クで）表面処理、コーティング又は積層するか、あるいは塗装することもできる。
【００１５】
　更に、支持基材として、紙又は紙との複合体、例えば、２０～５００ｇ／ｍ2、好まし
くは４０～２００ｇ／ｍ2の単位面積重量を有するプラスチックとの複合体も使用するこ
とができる。
【００１６】
　支持基材は、場合によっては接着促進剤でコーティングすることができる。
【００１７】
　その支持基材上に、塗料層ｂ）が設けられる。
【００１８】
　この塗料層は、放射線硬化可能な塗料層又は熱可塑性塗料層であることができる。
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【００１９】
　放射線硬化可能な塗料は、例えば、異なる波長において異なる程度で塗料系の硬化を開
始させることができる二種又は複数種の当業者に周知の光開始剤を含むポリエステル系、
エポキシ系、又はポリウレタン系をベースとする放射線硬化可能な塗料系であることがで
きる。それ故、例えば、２００～４００ｎｍの波長で一つの光開始剤が活性可能であるこ
とができ、その後、３７０～６００ｎｍの波長で、二つ目の光開始剤が活性可能であるこ
とができる。二つの光開始剤の活性波長の間には、十分な差が保たれているべきであり、
それ故、第一の光開始剤が活性化されている間は、第二の光開始剤のあまり強い励起は起
こらない。第二の光開始剤が励起される範囲は、使用される支持基材の透過波長範囲内に
あるべきである。主要な硬化（第二の光開始剤の活性化）には電子線照射も使用できる。
【００２０】
　放射線硬化可能な塗料としては、水で希釈可能な塗料も使用できる。好ましくは、ポリ
エステルベースの塗料系である。
【００２１】
　表面構造、要するに、回折（Ｄｉｆｆｒａｋｔｉｏｎｓ）構造、偏光（Ｂｅｕｇｕｎｇ
ｓ）構造 又はレリーフ構造の成形は、例えば、第一の光開始剤の活性化によってゲル点
まで事前に硬化されていてかつ成形の時点までその状態にある放射線硬化可能な塗料層に
おいて、制御された温度で鋳型（Ｍａｔｒｉｚｅ）を使ってあるいは型押型の使用下で行
われる 。
【００２２】
　水で希釈可能な放射線硬化可能な塗料が使用される場合、場合によっては、例えばＩＲ
放射線源によって予備乾燥を事前に行うことができる。
【００２３】
　後に安定化される熱可塑性塗料は、ＭＭＡ又はエチルセルロース又はシクロオレフィン
コポリマーベースからなり、その際、そのベースポリマーには、促進された熱可塑特性を
調整するために、又はその後の安定化性能を調整するために変性剤が添加される。
【００２４】
　ベースポリマーに依存して、変性剤としては、例えば、塗料が熱可塑性状態である範囲
内の、所望されるガラス転移温度を調整するための添加剤、又は耐久性のある塗料の硬化
を達成するための変性剤が考慮される。
【００２５】
　好ましくは、溶剤、例えば、水性溶剤、水、アルコール、酢酸エチル、メチルエチルケ
トン等々又はそれの混合物中に各成分が溶解される。
【００２６】
　ＭＭＡをベースとする塗料には、例えば、特に有利には、ガラス転移温度を高めるのに
ニトロセルロースが添加される。
【００２７】
　シクロオレフィンコポリマーをベースとする塗料には、例えば、特に有利には、ポリエ
チレンワックスが添加される。
【００２８】
　エチルセルロースをベースとする塗料には、硬化性を調整するために慣用の架橋剤が添
加される。
【００２９】
　完成した塗料中でのベースポリマーの濃度は、ベースポリマー、所望される塗料特性及
び変性剤の種類と濃度に依存して４～５０％である。
【００３０】
　熱可塑性塗料の構造化は、慣用的な熱型押成形法を使って行うことができる。
【００３１】
　塗工された塗料の層厚は、最終製品に対する要求及び基材の厚さに依存して変えること
ができ、そして一般に、０．５～５０μｍ、好ましくは２～１０μｍ、特に好ましくは２
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～５μｍである。
【００３２】
　ここで、この塗料層ｂ）上には、その第一の塗料層ｂ）と同じ、あるいはそれとは異な
る組成を有することができる別の塗料層ｃ）が設けられる。
【００３３】
　場合によっては、この塗料層ｃ）は、第二の光学活性構造を有することができる。
【００３４】
　それによって、第一の塗料層ｂ）中に導入された光学活性構造が消し去られる、つまり
、目に見えなくなる。
【００３５】
　その後その第二の塗料層ｃ）上には、場合によっては反射層又は光学的マークを有する
層が設けられる。
【００３６】
　この反射層は、金属、金属化合物又は合金からなることができる。金属層としては、Ａ
ｌ、Ｃｕ、Ｆｅ、Ａｇ、Ａｕ、Ｃｒ、Ｎｉ、Ｚｎ等々からなる層が適している。金属化合
物としては、例えば、金属の酸化物又は硫化物、特に、ＴｉＯ２、Ｃｒ－酸化物、ＺｎＳ
、ＩＴＯ、ＡＴＯ、ＦＴＯ 、 ＺｎＯ、Ａｌ２Ｏ３又は酸化ケイ素類が適している。適当
な合金は、例えば、Ｃｕ－Ａｌ合金、Ｃｕ－Ｚｎ合金等々である。
【００３７】
　上記の層は、全面的に又は部分的に設けることができる。
【００３８】
　更に、光学的マークを有する層を設けることができる。この層は、全面的に又は部分的
に設けることができる。
【００３９】
好ましい一実施形態では、金属層も光学的な特徴を有する層も設けることができ、その際
層は、全面的に又は部分的に、完全なレジストレーションで（ｒｅｇｉｓｔｅｒｇｅｎａ
ｕ　ｕｎｄ／ｏｄｅｒ　ｐａｓｓｅｒｇｅｎａｕ）、あるいは互いに部分的に重なり合っ
て設けられる。
【００４０】
　この構造体上には、接着コーティング、好ましくは自着コーティング、低温シール性コ
ーティング又はヒートシール性コーティングが施用される。
【００４１】
　この接着コーティングにより、セキュリティーを施すべき対象物上にセキュリティー要
素が固定される。
【００４２】
　構造体を、自着コーティング又は低温シール性コーティングを使ってセキュリティーを
施すべき対象物上に施用する場合、層ａとｂとの間の粘着力は、層ｂとｃとの間の粘着力
よりも大きくなくてはならない。
【００４３】
　それとは逆に、転写要素としての使用及び高温シール性コーティングを使った施用の場
合、層ａとｂとの間の粘着力は、層ｂとｃとの間の粘着力よりも小さい。
【００４４】
　改ざんを試みる際、特に、フィルム又はラベルを、セキュリティーを施すべき対象物か
ら剥がそうと試みる際、第一の塗料層ｂ）が第二の塗料層ｃ）から分離し、第一の塗料層
ｂ）中に導入された光学活性構造が、第一の（剥がされた）塗料層中でも、第二の（セキ
ュリティーを施すべき対象物上に残る）塗料層中でも、ネガとして認識できる。
【００４５】
　セキュリティー要素が、セキュリティーを施すべき対象物上に転写要素の形態で設けら
れる場合、補助手段を使って、例えば、いわゆるＴｅｓａ試験を使って真性さを証明する
ことができる。そのために、接着細片をセキュリティー要素上へ施用し、そしてその後剥
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がす。第一の塗料層に導入された光学活性構造は、接着細片上でも、セキュリティーを施
すべき対象物上に残る塗料層中でもネガとして認識できる。
【００４６】
　それに加えて、セキュリティーを施すべき対象物上に残される塗料層の表面は、剥がさ
れた部分の表面と同じくらい滑らかであり、かつ、乾燥しており、そしてべたつかない手
触り（ドライピール効果（ｄｒｙ　ｐｅｅｌ　ｅｆｆｅｃｔ））である。
【００４７】
　本発明のセキュリティー要素は、包装材料上のセキュリティー要素として施用すること
ができるか、あるいは、任意形態（方形、円形、楕円形）のラベルとしての既製品形態で
、又は対象物又は包装を保全するための接着テープとして使用できる。
【実施例】
【００４８】
例：
ラベルの構造
ａ）　ポリエステルフィルム　　　３６μｍ
　　接着促進剤
　　ホログラム刻印を有するＵＶ－硬化性塗料層　　　２μｍ
　　ＵＶ－硬化性有色塗料層　　　２μｍ
　　自着コーティング
【００４９】
ｂ）　ポリエステルフィルム　　　５０μｍ
　　ホログラム刻印を有するＵＶ－硬化性塗料層　　　２μｍ
　　ホログラム刻印を有するＵＶ－硬化性塗料層　　　４μｍ
　　金属層Ａｌ、　　　２００ｎｍ
　　高温シール性コーティング
【００５０】
ｃ）　共押出されたポリエステルフィルム　　　１２μｍ
　　有色の、ホログラム刻印を有するＵＶ－硬化性塗料層　　　２μｍ
　　様々な色に着色されたＵＶ－硬化性塗料層　　　４μｍ
　　発光性コーティング
　　自着コーティング
【００５１】
ｄ）　前処理されたＰＰ－フィルム　　　２３μｍ
　　ホログラム刻印を有するＵＶ－硬化性塗料層　　　２０μｍ
　　ホログラム刻印を有するＵＶ－硬化性塗料層　　　４μｍ
　　金属層Ｃｕ、　　　５０μｍ
　　自着コーティング
【００５２】
ｅ）　ポリエステルフィルム　　　１００μｍ
　　接着促進剤
　　ホログラム刻印を有する熱可塑性塗料層　　　２μｍ
　　ホログラム刻印を有するＵＶ－硬化性塗料層　　　４μｍ
　　金属層Ａｌ　　　１００ｎｍ（部分的）
　　発光性コーティング、部分的又は全面的
　　自着コーティング
【００５３】
ｆ）　ポリエステルフィルム　　　１００μｍ
　　接着促進剤
　　ホログラム刻印を有するＵＶ－硬化性塗料層　　　２μｍ
　　ホログラム刻印を有する熱可塑性塗料層　　　４μｍ



(7) JP 5787260 B2 2015.9.30

10

　　金属層Ａｌ　　　１００ｎｍ（部分的）
　　発光性コーティング、部分的又は全面的
　　自着コーティング
【００５４】
ｇ）　ポリエステルフィルム　　　１００μｍ
　　接着促進剤
　　ホログラム刻印を有する熱可塑性塗料層　　　４μｍ
　　ホログラム刻印を有する熱可塑性塗料層　　　４μｍ
　　金属層Ａｌ　　　１２０ｎｍ（部分的）
　　発光性コーティング、部分的又は全面的
　　自着コーティング
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